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▽金 利 情 報▽ 主な融資制度の金利のご案内 平成２６年 ９月 １日現在 

日本生活金融公庫 鹿児島県融資制度 
南さつま市中小企業 

小口資金融資制度 

普 通 貸 付 
（資金使途、返済期間、担保・

保証人の有無により金利変動） 

1.40％ 

～2.80％ 

中小企業 

振興資金 

1年以内     1.9％ 

1年超 3年以内  2.1％ 

3年超 5年以内  2.4％ 

5年超 7年以内  2.6％ 

または変動金利 

7年超 10年以内  3.0％ 

または変動金利 

10年超    変動金利 

小口 

資金 

1年以内     1.9％ 

1年超 3年以内  2.1％ 

3年超 5年以内  2.4％ 

5年超 7年以内  2.6％ 

小規模等経営改善資金 

[通称：マル経資金] 

（無担保・無保証人） 

1.45％ 

国 の 教 育 ロ ー ン 2.35％ 

 ※各制度の内容やお申込み、この他の制度の金利など詳しくは、商工会議所(電話:５３－２２４４)に 

ご確認ください。 

個人事業所の皆様、利用してみませんか?＜ 商工会議所の記帳代行制度のご案内 ＞ 
商工会議所では、日々の記帳事務軽減に個人事業者を対象にした 

記帳代行を行なっています。 
 

  記帳代行業務について  

・毎月１回、前月分の現金出納帳（収支日計表）をご記入のうえ預金通帳等と共に提出していただきます。 

・当所で会計ソフトへ入力後、元帳を作成し決算・確定申告までお手伝いいたします。 

代行手数料は、初年度の月額５,４００円×１２ヶ月分＋決算手数料５,４００円からスタートします。 

次年度以降は、前年の売上高に応じて月額６,４８０円～月額２１,６００円となります。 
 

当所のコンピューターによる「記帳代行制度」をご利用ください。詳しくは、中小企業相談所 

（電話：５３－２２４４）までお問合せ下さい。 

 

新たな事業展開等の取り組みをお考えの方、「中小企業の経営革新」のご利用を！ 

 

 

ミラサポでビジネスが変わる！生まれる！ 
ミラサポは明日のビジネスを創造、 

支援するサイトです 
いますぐアクセス！ ミラサポ で検索 

https://www.mirasapo.jp/   

「ミラサポ」は補助金の検索から、申請手続き、申請の虎の巻情報までワンストップで提供しています！ 

 自社にあった補助金制度がなかなか見つからない、補助金を申請するのはとても面倒…。これまで情報が

一か所に集約されておらず、知った時には申請期間が終わっていた、などということも多くあった補助金に

関する「検索・申請」の悩みが、「ミラサポ」で一気に解決できるようになります。さらに、サイト内の特集

ページでは補助金申請のポイントなどを紹介する記事を掲載し、申請をサポートしています。 

 また、中小企業庁は補助金申請書類の削減、簡素化を目指しており、一部の補助金では電子申請も可能で

す。(電子申請にはミラサポへの登録が必要です) 

ミラサポについてのお問合せは、南さつま商工会議所（電話：53－2244） 

ミラサポ運営事務局コールセンター（ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ 0570－057－222＜電話料有料＞） 

 

●経験豊富な専門家のアドバイスが

無料で受けられます 

●全国からビジネスパートナーを探

しだせます 

●事業の効率化・作業を簡便化するア

プリが揃っています 
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 この制度は、南さつま市内の中小企業者の事業に必要な小口資金を融資し、

中小企業の振興を図ることを目的としています。 

【ご利用いただける方】 

（１）南さつま市内に住所を有し、原則として同一業種（ただし、鹿児島県

信用保証協会の保証対象業種に限る）の事業を引き続き１年以上経営し

ている中小企業者であること。 

（２）融資申込みの時までに、納期の到来している市税を完納していること。 

【融資の条件】 

資 金 使 途 経営資金 

限 度 額  １企業あたり５００万円以内 

融 資 期 間 ７年以内（うち据置６ヶ月以内） 

連 帯 保 証 人 原則として法人代表者以外は不要 

利 率 鹿児島県中小企業制度資金中小企業振興資金の利率と同率 

 

 

 

 中小企業小口資金を借り入れた中小企業者に対して、信用保証料の全額補助を行う制度です。 

【ご利用いただける方】 

（１）南さつま市内に１年以上住所又は事業を有し、現に事業を営む事業者。 

（２）南さつま市中小企業小口資金を借り入れた事業者。 

【補助の条件】 

＜補助限度額＞ １事業者３０万円以内 

＜手   続＞ 申請をする方は、融資資金を借り入れた日から３か月以内に申請書を商工会議所に提出し、

交付の決定後、商工会議所を通じて請求書を南さつま市に提出します。 

小規模事業者の経営改善に専門家が改善提案を行なう「エキスパートバンク」のご利用を! 

この制度には、

信用保証料を 

南さつま市が 

全額（1 事業者

30万円以内）補

助する制度があ

ります。 

南さつま市中小企業小口資金融資制度 

 

南さつま市中小企業借入金信用保証料補助 

 

 

 

 

１．この制度は、商工業者の経営の安定を図るため、以下に掲げる対象資金の借入者に

対して南さつま市が利子補給補助金を交付いたします。 

２．南さつま市内在住または事業所を有している南さつま商工会議所会員事業所である

小規模企業者が、南さつま商工会議所を通じて利用した次のものを対象とします。 

（１）事業経営に必要な運転資金または設備資金とし、返済期間が３６ヶ月以上の

制度資金とします。 

（２）対象資金は、 

①県信用保証協会を通じての県中小企業融資制度資金 

②日本政策金融公庫国民生活事業資金 

とします。 

３．補助対象は、中小企業基本法に基づく小規模企業者とします 

 

 

 

４．補助率は、融資を受けた額の２％以内 

(融資実行時の利率が２％よりも低いときは、その利率が適用されます。） 

一事業所への補助額は、５０万円が上限となっています。 

５．借り換えがある場合は、新たな借入分にのみ交付されます。 

６．補助金の交付を受けようとするときは、 

①委任状(商工会議所で準備いたします） 

②借り入れの実行を確認できる書類（返済表のコピーで可）が必要になります。 

南さつま市商工振興資金利子補給制度のご案内 

この小規模企業者とは、常時雇用する従業員数が２０名以下（商業、サービス業は５人以下）と

定められておりますので、該当しない場合、利子補給補助制度はご利用いただけません。 

当所会員 

事業所の 

特典、利用

してみませ

んか。 

 

 

利子補給制度についてのお問合せは、

南さつま商工会議所まで。 

電話：５３－２２４４ 


